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こ
こ
で
は
、
個
人
年
金
保
険
料
控

除
の
仕
組
み
・
効
果
を
詳
し
く

み
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
控
除
さ
れ
る
金
額
は
、
年
間

正
味
払
込
保
険
料
に
よ
っ
て
図
表
１
の

よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
年
間
８
万

円
以
上
の
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
れ

ば
、
４
万
円
の
所
得
控
除
と
な
る
。

保
険
窓
販
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
個

人
年
金
保
険
に
は
「
保
険
料
建
て
（
毎

月
の
支
払
額
を
キ
リ
の
よ
い
金
額
に
す

る
こ
と
）」
の
も
の
が
多
い
。
月
々
５

０
０
０
円
の
プ
ラ
ン
で
あ
れ
ば
、
年
間

６
万
円
の
保
険
料
で
所
得
控
除
額
が
３

万
５
０
０
０
円
、
月
々
１
万
円
の
プ
ラ

ン
で
あ
れ
ば
年
間
１２
万
円
の
保
険
料
で

所
得
控
除
額
が
４
万
円
と
な
る
（
図
表

２
）。
説
明
の
と
き
に
慌
て
な
い
よ
う

に
日
頃
か
ら
準
備
し
て
お
こ
う
。

こ
の
個
人
年
金
保
険
料
控
除
を
含
め

た
保
険
料
控
除
全
体
は
平
成
２４
年
に
改

正
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の
生
命
保
険
料

控
除
、
介
護
医
療
保
険
料
控
除
と
三
つ

の
区
分
で
そ
れ
ぞ
れ
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
三
つ
合
わ
せ
た
控
除
の

限
度
額
は
所
得
税
で
１２
万
円
、
住
民
税

で
７
万
円
と
な
る
（
図
表
３
）。

会
社
勤
め
の
方
で
あ
れ
ば
、
所
得
税

は
勤
務
先
の
年
末
調
整
時
に
個
人
年
金

保
険
料
控
除
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と

で
、
そ
の
年
中
に
税
金
が
還
付
さ
れ
る

（
給
与
に
上
乗
せ
し
て
還
付
さ
れ
る
）

が
、
住
民
税
は
翌
年
の
住
民
税
計
算
の

際
に
控
除
額
が
加
味
さ
れ
て
そ
の
分
の

住
民
税
が
安
く
な
る
仕
組
み
だ
。

な
お
、
す
べ
て
の
個
人
年
金
保
険
が

個
人
年
金
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

契
約
者
・
被
保
険
者
・
年
金
受
取
人
の

関
係
や
、
保
険
料
払
込
期
間
・
年
金
受

取
期
間
な
ど
で
、
個
人
年
金
保
険
料
控

除
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
か
ら
だ
（
図
表
４
）。

個
人
年
金
保
険
料
控
除
は
、
国
民
の

老
後
生
活
資
金
作
り
を
拡
げ
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
税
制
上
の
特
典
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
若
い
年
齢
か
ら
受
取
り
を

開
始
し
た
り
、
受
取
期
間
が
短
い
な
ど

の
個
人
年
金
保
険
は
、
単
な
る
利
殖
目

的
と
み
な
さ
れ
、
個
人
年
金
保
険
料
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
前
述
し
て
い
る
が
、
個
人
年

金
保
険
料
控
除
は
、
所
得
か
ら
一
定
額

を
差
し
引
く
こ
と
の
で
き
る
「
所
得
控

除
」
で
あ
る
と
い
う
点
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
控
除
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
は
、
大
別
す
る
と
「
所
得
控
除
（
課

税
所
得
を
計
算
す
る
際
に
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
る
）」
と
「
税
額
控
除
（
支

払
っ
た
税
金
の
一
部
が
還
付
さ
れ
る
）」

の
２
種
類
が
あ
る
。
後
者
の
代
表
と
し

て
は
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
あ
る
。

お
客
様
に
個
人
年
金
保
険
料
控
除
の

説
明
を
す
る
際
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

よ
う
に
「
そ
の
金
額
分
の
税
金
が
そ
の

ま
ま
還
付
さ
れ
る
」
な
ど
と
誤
解
さ
れ

な
い
よ
う
に
注
意
し
よ
う
。

年
収
の
高
い
人
ほ
ど

減
税
額
は
大
き
く
な
る

で
は
、
具
体
的
な
税
効
果
を
み
て
い

こ
う
。
条
件
は
「
４０
歳
・
男
性
・
会
社

員
」
と
し
、
専
業
主
婦
の
奥
様
と
中
学

生
の
お
子
様
一
人
と
仮
定
し
た
。
こ
の

お
客
様
が
年
間
８
万
円
以
上
の
個
人
年

金
保
険
に
加
入
し
た
場
合
、
ど
れ
く
ら

い
の
税
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

給
与
収
入
（
年
収
）
を
五
つ
の
レ
ン

ジ
Ａ
〜
Ｅ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得

税
・
住
民
税
を
計
算
す
る
こ
と
で
減
税

額
を
計
算
し
た
の
が
図
表
５
で
あ
る
。

所
得
税
は
、
超
過
累
進
課
税
と
な
る

た
め
、
所
得
が
上
が
る
ほ
ど
税
率
が
高

く
な
る
。
そ
の
た
め
、
年
収
の
高
い
人

ほ
ど
控
除
に
よ
る
減
税
額
は
大
き
く
な

り
、
年
収
１
５
０
０
万
円
で
１
万
３
２

０
０
円
の
所
得
税
が
減
少
す
る
。
一
方

の
住
民
税
（
所
得
割
）
は
、
所
得
に
関

わ
ら
ず
課
税
総
所
得
の
１０
％
と
な
る
た

め
減
税
額
は
ど
の
年
収
で
も
同
じ
だ
。

ま
た
、
図
表
６
を
見
る
と
分
か
る
よ

う
に
、
支
払
っ
た
所
得
税
・
住
民
税
が

ど
の
程
度
還
付
さ
れ
る
か
と
い
う
還
付

率
で
は
、
逆
に
年
収
が
低
い
ほ
ど
高
く

な
り
、
年
収
３
０
０
万
円
の
方
で
あ
れ

ば
支
払
っ
た
所
得
税
・
住
民
税
の
１
割

以
上
が
還
付
さ
れ
る
計
算
に
な
る
（
住

民
税
は
、
翌
年
度
の
計
算
の
際
に
個
人

年
金
保
険
料
控
除
額
が
課
税
総
所
得
か

ら
控
除
さ
れ
、
以
降
の
住
民
税
額
が
減

少
す
る
の
で
、
実
際
に
は
還
付
で
は
な

い
こ
と
に
注
意
し
た
い
）。

単
年
で
見
る
と
数
千
円
程
度
、
と
少

な
く
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

個
人
年
金
保
険
は
ほ
か
の
保
険
に
比
べ

て
比
較
的
長
い
期
間
の
保
険
料
払
込
み

と
な
る
こ
と
が
多
い
。

例
え
ば
、
年
収
７
０
０
万
円
の
４０
歳

の
方
が
６５
歳
ま
で
の
２５
年
間
に
保
険
料

を
支
払
う
ケ
ー
ス
で
は
、
６
８
０
０
円

×
２５
年
で
合
計
１７
万
円
の
減
税
効
果
が

得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
月
々
１
万
円

の
保
険
料
だ
と
２５
年
間
の
保
険
料
総
額

は
３
０
０
万
円
な
の
で
、
支
払
っ
た
保

険
料
の
う
ち
５
・
７
％
が
税
金
の
還
付

と
し
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
税
効
果
（
減
税
額
）
の
説
明

を
行
う
際
に
は
、
将
来
的
に
税
制
改
正

等
で
変
更
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
点
に

定額個人年金保険の
税税制制メメリリッットトはこう説明する

ここでは、個人年金保険料控除の効果や実
質負担保険料を踏まえた戻り率の考え方、お
客様への分かりやすい説明方法を解説する。
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個
人
年
金
保
険
料
控
除
の

仕
組
み
・
効
果
を
理
解
し
よ
う

図表１ 個人年金保険料控除額の算式

図表２ 個人年金保険料控除額早見表

住民税における所得控除額

２３，０００円

２８，０００円

図表３ 所得税（住民税）の所得控除額上限

平成２４年から

４０，０００円（２８，０００円）

４０，０００円（２８，０００円）

４０，０００円（２８，０００円）

１２０，０００円（７０，０００円）

図表４ 個人年金保険料控除を受けられる要件

� 年金受取人が契約者または配偶者で、被保険者と同一である
こと

（注）パターン�は年金支払開始時に、保険料負担した
夫から年金を受給する妻への定期金の贈与とされ
贈与税がかかる。

� 保険料払込期間は１０年以上で、保険料は定期的に支払われる
こと（一時払いではないこと）
・保険料一時払いの場合には、個人年金保険料控除ではな
く、一時払いした年に一時払保険料全額が一般の生命保険
料控除の対象となる。

� 年金受取開始時の被保険者年齢が６０歳以上で受取期間が１０年
以上で定期的に支払われること（確定年金の場合）
・終身年金の場合には年金受取開始年齢を問わない。

【所得税】平成２４年分以後に適用

控除される金額

年間正味保険料全額

年間正味保険料× １
２
＋１０，０００円

年間正味保険料× １
４
＋２０，０００円

一律４０，０００円

【住民税】平成２５年分以後に適用

控除される金額

年間正味保険料全額

年間正味保険料× １
２
＋６，０００円

年間正味保険料× １
４
＋１４，０００円

一律２８，０００円

平成２３年まで

５０，０００円（３５，０００円）

５０，０００円（３５，０００円）

－

１００，０００円（７０，０００円）

所得税における所得控除額

２８，０００円

３５，０００円

４０，０００円

年間正味払込保険料

２０，０００円以下

２０，０００円超４０，０００円以下

４０，０００円超８０，０００円以下

８０，０００円超

年間正味払込保険料

１２，０００円以下

１２，０００円超３２，０００円以下

３２，０００円超５６，０００円以下

５６，０００円超

控除の区分

生命保険料控除（一般）

生命保険料控除（個人年金）

生命保険料控除（介護医療）

合計限度額

月払保険料

３，０００円

５，０００円

１０，０００円

２０，０００円

パターン�
夫

妻

妻

パターン�
夫

夫

夫

契約者

被保険者

年金受取人
同一
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